
１,０００㎡未満
１,０００㎡以上
３,０００㎡未満

３,０００㎡以上
６,０００㎡未満

６,０００㎡以上
１万㎡未満

１万㎡以上
３万㎡未満

３万㎡以上
６万㎡未満

６万㎡以上
１０万㎡未満

１０万㎡以上

自己用住居 １０,０００円 ２６,０００円 ５１,０００円 １００,０００円 １５０,０００円 ２１０,０００円 ２６０,０００円 ３６０,０００円

自己用業務 １５,０００円 ３６,０００円 ７７,０００円 １４０,０００円 ２４０,０００円 ３２０,０００円 ４００,０００円 ５６０,０００円

非自己用 １００,０００円 １５０,０００円 ２３０,０００円 ３１０,０００円 ４６０,０００円 ６００,０００円 ７８０,０００円 １,０００,０００円

１,０００㎡未満
１,０００㎡以上
３,０００㎡未満

３,０００㎡以上
６,０００㎡未満

６,０００㎡以上
１万㎡未満

１万㎡以上
都市計画法３７条

建築承認
１件

２,０００円

７,７００円 ２１,０００円 ４４,０００円 ７７,０００円 １１０,０００円

１万㎡未満 １万㎡以上

自己用住居

自己用業務 ２,１００円 ３,２００円

非自己用

５００㎡以内
５００㎡を超え
１,０００㎡以内

１,０００㎡を超え
２,０００㎡以内

２,０００㎡を超え
３,０００㎡以内

３,０００㎡を超え
５,０００㎡以内

５,０００㎡を超え
１万㎡以内

１万㎡を超え
２万㎡以内

２万㎡を超え
４万㎡以内

４万㎡を超え
７万㎡以内

７万㎡を超え
１０万㎡以内

１０万㎡を超えるもの

手
数
料

1４,３００円 ２５,９００円 ３７,３００円 ５７,３００円 ７１,６００円 ９６,３００円 １５０,６００円 ２３５,２００円 ３７７,２００円 ５４１,５００円 ７２３,６００円

※改正前の宅地造成等規制法８条による許可を受けた工事の変更許可申請については、改正前の手数料とする。

５００㎡以内
５００㎡を超え
１,０００㎡以内

１,０００㎡を超え
２,０００㎡以内

２,０００㎡を超え
３,０００㎡以内

３,０００㎡を超え
５,０００㎡以内

５,０００㎡を超え
１万㎡以内

１万㎡を超え
２万㎡以内

２万㎡を超え
４万㎡以内

４万㎡を超え
７万㎡以内

７万㎡を超え
１０万㎡以内

１０万㎡を超えるもの

手
数
料

３,９００円 ４,３００円 ４,８００円 ５,５００円 ６,１００円 ７,０００円 ９,２００円 １２,６００円 １８,１００円 ２４,６００円 ３１,８００円

５００㎡以内
５００㎡を超え
１,０００㎡以内

１,０００㎡を超え
２,０００㎡以内

２,０００㎡を超え
３,０００㎡以内

３,０００㎡を超え
５,０００㎡以内

５,０００㎡を超え
１万㎡以内

１万㎡を超え
２万㎡以内

２万㎡を超え
４万㎡以内

４万㎡を超え
７万㎡以内

７万㎡を超え
１０万㎡以内

１０万㎡を超えるもの

手
数
料

1２,１００円 １５,１００円 １７,８００円 ２２,０００円 ３０,８００円 ３４,８００円 ４１,７００円 ５６,７００円 ７７,４００円 １１５,４００円 １４４,２００円

宅地造成及び
特定盛土等
規制法
１６条

土石の堆積
変更許可

Ⅰ　面積変更なし　　従前の面積に対応する金額　　×１／１０

Ⅱ　面積減少　　　　変更後の面積に対応する金額　×１／１０　

Ⅲ　面積増　　　　　①従前の面積に対応する金額　×１／１０　＋　増えた面積に対応する金額

　　　　　　　　　　②増えた面積に対応する金額　（設計変更なしで面積のみ増える場合）

Ⅳ　面積増減　　　　従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額　×１／１０　＋増えた面積に対応する金額

Ⅴ　その他の変更　　土石の堆積を行う土地に係らないその他の変更　 ￥１３,５００　Ⅰ～Ⅳと同時の場合は加算

Ⅳ　面積増減　　　　従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額　×１／１０　＋増えた面積に対応する金額

Ⅴ　その他の変更　　盛土または切土の土地に係らないその他の変更　 ￥１３,５００　Ⅰ～Ⅳと同時の場合は加算

宅地造成及び
特定盛土等
規制法
１８条

宅造等中間検査

盛　　　土　　　切　　　土　　　を　　　す　　　る　　　面　　　積

宅地造成及び
特定盛土等
規制法
１２条

土石の堆積許可

土　　　石　　　の　　　堆　　　積　　　を　　　行　　　う　　　面　　　積

都市計画法４１条２項
ただし書

５４,０００円
２１,０００円

宅地造成及び
特定盛土等
規制法
１２条

宅造等許可

盛　　　土　　　切　　　土　　　を　　　す　　　る　　　面　　　積

宅地造成及び
特定盛土等
規制法
１６条

宅造等変更許可

Ⅰ　面積変更なし　　従前の面積に対応する金額　　×１／１０

Ⅱ　面積減少　　　　変更後の面積に対応する金額　×１／１０　

Ⅲ　面積増　　　　　①従前の面積に対応する金額　×１／１０　＋　増えた面積に対応する金額

　　　　　　　　　　②増えた面積に対応する金額　（設計変更なしで面積のみ増える場合）

都市計画法
第４５条
地位継承

面　　積 道路位置指定
（指定・廃止・変更）

７７,０００円
都市計画法４２条１項

ただし書
２９,０００円

手
数
料

２,１００円

道路位置指定図
写し交付

２００円

都市計画法
第４３条１項
建築許可

面　　積

手数料 都市計画法４７条
開発登録簿の写し交付

用紙１枚
５１０円

Ⅴ　その他の変更　　工区変更・工事施行者変更（自己用業務で１ヘクタール以上・非自己用・盛土規制法許可みなし）　予定建築物の変更　￥１２,０００　Ⅰ～Ⅳと同時の場合は加算

開発・宅造等・土石の堆積・道路位置指定申請手数料　一覧表

都市計画法

２９条

開発許可

面　　積

手
数
料

都市計画法

３５条の２

開発変更許可

Ⅰ　面積変更なし　　従前の面積に対応する金額　　×１／１０

Ⅱ　面積減少　　　　変更後の面積に対応する金額　×１／１０　

Ⅲ　面積増　　　　　①従前の面積に対応する金額　×１／１０　＋　増えた面積に対応する金額

　　　　　　　　　　②増えた面積に対応する金額　（設計変更なしで面積のみ増える場合）

Ⅳ　面積増減　　　　従前の面積から減少分を差し引いた面積に対応する金額　×１／１０　＋増えた面積に対応する金額

Ⅰ～Ⅳのいずれか一つで金額算定
（最高限度額は１,０００,０００円）

Ⅰ～Ⅳのいずれか一つで金額算定
（最高限度額は７２３,６００円）

Ⅰ～Ⅳのいずれか一つで金額算定
（最高限度額は１４４,２００円）

※その額に５０円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、
５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を
１００円に切り上げるものとする。

※その額に５０円未満の端数があるときはその端数を切り捨て、
５０円以上１００円未満の端数があるときはその端数を
１００円に切り上げるものとする。


